[bookmark: _Hlk207267351]環境保全型農業推進に向けた緑肥利用勉強会
開催要領

１　目 的
ＳＤＧｓや環境保全に対する社会の関心が高まるなか、本県では、「三重県食を担う農業・農村の活性化に関する基本計画」に基づき、有機農業をはじめ生物多様性保全や地球温暖化防止等にも効果が高い環境保全型農業を積極的に推進しています。
国においては、令和３年度に策定された「みどりの食料システム戦略」にあわせて令和４年度にみどりの食料システム法が施行され、環境保全型農業の取組を一層推進しています。また、令和６年６月５日に施行された食料・農業・農村基本法において、農業生産活動、食品産業の事業活動における環境への負荷の低減の促進等が規定されています。
このような中、本県水田農業においては、地球温暖化に伴う水稲の品質低下や大豆の収量低下が、土地利用の高度化に伴う地力の低下により助長されている可能性が指摘されています。
そこで、環境保全型農業に位置づけられ、地力回復効果が期待できる「緑肥」に着目し、本県における緑肥活用の推進を環境保全型農業の推進と水田農業の課題解決につなげることを目的として、全員参加型の勉強会を開催します。
２　主　催
三重県農林水産部
３　共　催
　　松阪地域農業振興協議会
４　開催日時・場所
日　時：令和７年12月22日（月）13時30分から16時30分まで
場　所：三重県松阪庁舎６F　大会議室（松阪市高町138）
５　開催内容
（１）開会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （13:30～13:35）
（２）はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （13:35～13:50）
　　　① 本県水田農業の課題について～松阪管内の取組事例から～
（松阪地域農業改良普及センター）
（３）緑肥の利用方法と期待される効果について　　　　　　　　 　（13:50～14:20）
講　師：雪印種苗株式会社　事業本部園芸部企画グループ　和田　美由紀　氏
～　休憩（14:20～14:35）　～
（４）話題提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（14:35～15:25）
① 三重県農業研究所における緑肥研究について
（農業研究所フード循環研究課）
② 環境保全型農業直接支払交付金について　 （農産物安全・流通課）
③ 緑肥に係る関係交付金制度上の注意点 　　（松阪農林事務所農政室）
④ 農業分野のJ－クレジットの制度や方法論の概要について
（政策企画部企画課）
～　休憩・配置転換（15:25～15:35）　～
（オンライン配信終了）
（５）グループディスカッション（会場のみ） 　　　　　　　　　　　　（15:35～16:25）
　　　テーマ：水田農業の生産性向上と環境保全型農業の実現に向けて緑肥をどのように活用していくか（実現に向けた課題と解決方法）
（６）閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （16:25～16:30）
６　参集者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農業者、関係団体、市町・県（有機農業・環境保全型農業担当）等 80 名程度
